
Ⅰ．はじめに

患者の権利を擁護する重要な医療行為とし

てインフォームド・コンセント（以下 IC）が

ある。ICに含まれるとされる病名告知、特に

認知症病名告知に対しては、実際の医療現場

で賛否両論があり、患者の権利擁護について

多くの課題が残されているが、医療従事者の

義務として ICは実施されなければならない

（渡邉ら2008：2367）。また、本間（2007：198）

は、アルツハイマー型に対する治療薬の開発

や、財産問題、介護に対する希望を事前に示

しておくことができる意味においても、認知

症の早期発見は意義があり、そのために診断

名の告知についてのさらなる議論が各方面で

活発にされるべきであろうという。たとえば、

患者本人の意思を引き出し、確認するため、

臨床現場では看護師やソーシャルワーカーか

らなる医療チームを活用する（渡邉ら2008：

2370）というように、それらの領域からの議

論もまた、認知症病名告知に伴う課題を解決

する糸口を示唆するであろう。

厚生労働省が平成21年３月19日に発表し

た若年認知症対策に関する実態調査によれ

ば、全国における若年性認知症者数は3.78万

人（95％信頼区間3.61-3.94）と推計された

（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/

h0319-2.html 2009/03/23）。ここ数年で若年

認知症（65歳未満で認知症を発症すること）

者の増加が示されている。直井（2008：58）

が日本の人口高齢化の特徴として、その高齢

化率の高さと、高齢化速度の速さを指摘する

ように、2013年には高齢化率が25％になるこ

とが予想されている。高齢者人口が増大する

ことが予想される中で、要介護高齢者、特に

認知症高齢者数の増加も予測できる。これら

のことから、若年あるいは高齢にかかわらず、

これから生と死をとらえて生活していくので

あれば、誰もが自らがどのような病であるか

を知ることは、先ほど述べた本間（2007）の

指摘と向き合っていくためにも必要であると

思われる。

Ⅱ．目的と方法

認知症病名告知に関する議論の整理は、す

でに鈴木（2008）によってなされている。そ

れを端的に言うならば、認知症病名告知の議
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論は、患者本人に病名告知をする必要がある

という肯定説と、患者本人に告知をしなくて

もよい、あるいは、慎重になるべきであると

いう否定説に分類することが可能である。肯

定説においては、ICの考え方が根底にあると

言える。他方、否定説の理由としては、疾患

の特徴や人間関係、精神的衝撃を考慮してい

ることに拠る。このように、肯定説と否定説

に分類することが可能ではあるが、最終的に

は、告知を受け入れられる社会体制、サポー

ト体制が整備されてから告知するべきである

という見解もあり、それぞれの立場において

議論が進められている。

しかしながら、このような既存の議論のさ

れ方、すなわち、認知症患者本人に病名告知

を「する」か「しないか」という選択、もし

くは、その中間とでもいうべき議論では、い

つまでも認知症患者が病名を知ることができ

るような状況が作り出されないと思われる。

特に、患者本人に病名告知をしない理由とし

て、例えば、病名を伝えても理解できるだろ

うか（できないであろう）という認識のもと、

結果的に本人に告知をしないような慣習的な

病名不告知の考え方があるのではないだろう

か。

そこで、認知症患者自らが、自分の病が何

であるかを知るためにはどうすればよいのか

という観点から、少なくとも、認知症患者本

人が病名を知ることが出来るような状況を作

り出すために、インフォームド・コンセント

の法理（以下 ICの法理）から病名告知を検討

する必要があると思われる（鈴木2009：59）。

本稿では、ICの法理的側面から認知症病名

告知を行うための原則確立に向けた根拠付け

を行うことを目的とする。

方法としては、第一に、ICの法理的検討を

行う意義を述べ、第二に、認知症病名告知に

関する先行研究レビューより導きだされた認

知症病名告知課題、つまり、認知症患者本人

に病名告知をするということを等閑視させて

いる３説を整理し、第三に、それらを踏まえ

て、認知症病名告知課題を ICの法理的側面

から検討する上で、一視点となると考えられ

る「信託・信認関係」の概念を整理し、認知

症病名告知を行うための原則確立に向けた根

拠づけを行う。

Ⅲ．認知症病名告知に関連する概念整

理

１．ICの法理的検討の意義

本研究においては、認知症病名告知に関す

る議論について、ICの法理的側面から検討す

る。そのため、ここでは、第一に、社会規範

としての法的側面と倫理的側面について説明

を行い、第二に、それを踏まえ、ICの法理的

側面と倫理的側面に関する説明を行い、第三

に、ICの法理的側面から認知症病名告知を検

討する意義について述べることにする。なお、

本研究においては道徳的規範で説明された内

容を ICの倫理的側面に応用することから、

倫理と道徳の関係性については議論せず、主

に「倫理的」という用語を用いる。

⑴．社会規範としての法的側面と倫理的側

面

ICには法理、倫理そして人間関係の原理と

いう側面がある（樽井1992：60）。これは、IC

を法的問題とするか、倫理的問題とするのか

（ここに人間関係の原理も集約される）考える

着目点の違いである（稲葉2003：182-183）。

「法と道徳は、人々の行動を規律する代表的

な社会規範である」（田中2006：79）というこ

とは、ICを法理あるいは倫理的問題とするか

を考える上で重要である。

規範とは、その定めたところ、すなわち、

命令が、その通り事実の上にあらわれてくる

のではなく、規範の定めに従わなかった者の

あることを予測している。それだからこそ、

規範に違反した者に、どのような制裁を加え
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るかが、それぞれの規範の体系によって異

なってくる。宗教的規範であれば、罪の意識

に悩まされ、神の前に救いを求めるかもしれ

ない。道徳的規範であれば、良心のとがめを

受け、道徳的な再生の努力を繰り返すかもし

れない。けれども、法規範に限っては、組織

的な社会力による強制によって、あるいは原

状の回復、あるいは損害の賠償、あるいは制

裁として刑罰が加えられるものである（鵜飼

1969：51-52）。

つまり、同じ社会規範であっても、法規範

の場合は、憲法を頂点とした制度化されたシ

ステム、法規範の適用や執行について強制的

に実現するメカニズムが整備されていなけれ

ばならないという特定の機能を担うシステム

として他の社会規範から分化・独立している

のである。法規範独自の規範性とは、法の文

脈に限って、一定の行為・判断・評価をする

ようその宛名人を義務づける力があるという

ことである（田中編2000：3、16、平野ら

2005：30、49）。また、田中ら（2000：9）に

よれば、このような法システムが円滑に作動

している日常状況では、「権利義務・契約など

の法的観念を用いた私人相互の自主的な行動

規範・利害調整などを促進する機能」として

重要な役割を果たしているという。

他方、道徳規範や宗教的規範は、内心に受

け入れられ、良心からの動機付けにより人々

を規範に従って行為へと義務づける（平野ら

2005：30）ものである。

⑵．ICの法理的側面と倫理的側面

社会規範である法規範には、憲法を頂点と

したあらゆる法規範（民法、刑法など）が制

度化されたシステムであり、それらに基づい

て拘束力が伴い、権利義務・契約という法的

観念を用いた私人相互の行動規範、利害調整

を促進する機能をもつ。他方、道徳的規範は

システム化された制度からではなく、あくま

でも「良心の動機付け」によって規範に従わ

せるという拘束力のみであって、必ず規範に

違反した者に対して制裁が加えられるという

保証はないと言える。

これらのことを踏まえ、ICの法理的側面と

倫理的側面について説明をする。

⑵-1．ICの法理的側面

ICの法理については、多くの研究者によっ

て説明がなされている。なかでも、何らかの

法的条文規定と関連づけて説明がなされてい

るものをいくつか紹介する。

① 樽井（1990）

樽井（1990：232-235）は、ICにおける自己

決定権の根拠を憲法13条から導き出してい

る。しかし、憲法13条においては、「公共の

福祉に反しない限り」という制約があること

から、「公に『認められている医療の範囲』」

であるというように、一定の制約のもとで、

治療による説明がなされ、理解し納得して受

け入れるという裁量権と自己決定権がともに

尊重されることが望ましいという点が含まれ

る。それを可能とするためには、ICにおける

説明義務を果たさなければならないことを指

摘している。つまり、治療に先立つ説明とし

て病名と病状等が挙げられ、原則として医師

には説明義務があり、その免除は例外である

と述べている。

② 西野（1989）

西野（1989：84）は、医師法23条「医師は、

診察をしたときは、本人又はその保護者に対

し、療養の方法その他保健向上に必要な事項

の指導をしなければならない」という規定か

ら、診療行為としての説明の意義と、医師と

患者の私法上の関係について、この規定を一

根拠として診察行為としての医師の説明義務

を認めるのが一般的であるとしている。

③ 飯島（2005）

飯島（2005：17-18）は、樽井（1990）同様

に憲法13条を根拠として ICにおける自己

決定権を認められることを前提としている。
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そして、自分の病気が何であり、またどの

程度進行しているのか、どのような治療法が

あるのか、当該治療行為を受けることによっ

て、どのような後遺症が予想されるかなどに

ついて患者自身が正確に知る必要があるため

に、「正しい説明を受けて、理解した上での自

主的な選択・同意・拒否」を患者に認める「IC

の法理」は「医師法１条の４第２項」によっ

て明文上規定されているという。

また、患者と病院が取り結ぶ「診療契約」

の法的性格は「準委任」（民法643条、656条）

であるとされていることから、医師の患者に

対する説明義務は民法645条を根拠とすると

いうのが裁判所や法律家の一般的立場である

が、憲法13条の「自己決定権」を根拠とした

ほうが医師の患者に対する説明義務をスト

レートに根拠付けることができる、と説明し

ている。

④ 新井（2005a）

新井（2005a：167-169）によれば、医療契

約上の義務の一つに、医療契約を締結するこ

とにより医師には善管注意義務（民法644条

にある善良なる管理者の注意義務）が生じる

ことが挙げられ、このことは「医師が患者に

医療を提供するとき、患者自身が自分の病気

について治療や療養を受けるにあたって専門

的な判断がない場合でも、安全で公平な医療

を提供することが求められることを指し」、こ

の程度は「一般に患者を診ていく立場の医師

がもつべき注意義務だというように法律では

定義」されているという。

以上の諸研究者による ICの法理に関する

説明から、ICの法的根拠として適用されてい

るのは、憲法13条、民法643条・644条・645

条・656条、709条、医療法１条の４の２、医

師法19条の1・23条等である。

先に、田中ら（2000：9）が、法システムは

「権利義務・契約などの法的観念を用いた私人

相互の自主的な行動規範・利害調整などを促

進する機能」として重要な役割を果たしてい

ると述べているように、医師と患者間の行動

規範・利害調整を促進するために、ICの法理

によって医療契約が成立し、説明義務が課せ

られ、違反した場合には、民法（または本研

究では触れていないが刑法）によって制裁が

加えられると言える。

⑵-2．ICの倫理的側面

ICの根拠となる倫理は、Appelbaum（＝

1995）に集約できると思われる。その原則は

「自律」「非悪行」「善行」「正義」である。「自

律」の原則が ICの基盤であるということに

も異論はなく、原則内において、状況によっ

ては、自律よりも善行・無危害（＝非悪行）・

正義が尊重されることがあり得るということ

も同様である。医療においてはその判断は医

師の裁量権に含まれ、その行為は患者への「パ

ターナリズム」と称されることが多い。

下山（1997：393）によれば、ICの重要な意

義については、法律的観点よりも道徳的観点

からの議論がよりふさわしく、ICの法的な原

則を機械的に適用すると臨床現場における医

療のもつ本質的な不確かさを無視してしま

い、その不確かさを補っている医療の学識経

験に基づく医師の裁量を認めないことになる

という。また、医療は医師と患者の信頼関係

を基礎において、お互いに協力して責任分担

する作業であるから、場合により医師、特に

専門医の適切な裁量権を認めることも必要で

あるとして道徳的観点あるいは倫理的側面か

ら ICを議論することの意味を指摘してい

る。

下山（1997）の指摘に基づくならば、ICの

倫理的側面から医師の裁量権を行使する理由

は、医療のもつ不確かさを補うためであると

言える。この状況は、認知症病名告知におけ

る、疾患の重症度と診断精度の確実性の問題

が相当する。すなわち、初期の状態であれば、

理解力は保たれているが、診断精度は不確実

38



である。一方、状態が重度になれば理解力は

なくなるが、診断精度は確実であるというこ

とが示しているように、診断精度あるいは疾

患の重症度の判断の不確かさの程度から、医

師の裁量権によって、認知症病名告知の実施

の有無が左右されるということである。

このように倫理的側面において医師の裁量

を認めるということは、あくまでも医療の質

をよりよく保つために行使されるものと考え

られる。

これらの倫理的側面の特徴を踏まえ、加藤

ら（1989：28）による、職業倫理に関する論

考をみると、職業倫理は「職業仲間の振る舞

いに対する正直さの特殊な規範として表現さ

れ、力点が第一に職業上の礼儀作法の問題に

あるときには、この意味での倫理はエチケッ

トと理解するのが一番よ」く、「それはある団

体や職業仲間の慣習の重要な部分を形式的に

述べ」、「それは法律のようなものであり、道

徳原則と行政上の合意を反映している明白な

規定あるいは前例から成っている。しかし法

律と違って、それらは通常、職業仲間による

非難あるいは追放という制裁だけを備えてい

る」だけであり、「職業上のエチケットは、法

律に比べて制限された範囲と源泉を持つ権威

しか備えていない」という。

すなわち、専門職の実践の道徳的判断形成

の中心となる倫理の原則としての「倫理綱領

は、法的な拘束力はない」（志自岐2006：199）

と捉えることができると言える。

また、生物学的視点から倫理を定義してい

る大井（1998：100）によれば、「群のレベル

での倫理は、その群が（その歴史的経緯に顧

みて）もっと適切に存続することを可能なら

しめる戦略的指針である。また個レベルでは、

その集団の構成員として生存する確率を最大

にする行動形態の集合である」という。

医療の場合『医師の職業倫理指針』がこれ

に相当し、病名告知との関係から言えば、「２．

患者に対する責務⑴病名・病状についての本

人への説明」の内容が重要である。ここでは

「真の病名や病状をありのまま告げることが

患者に対して過大の精神的打撃を与える」と

いうことから「病名告知を行わない」という

「善行の原則」に従うような一面、あるいは「本

人に告知をしないときには、しかるべき家族

に正しい病名や病状を知らせておくことも大

切である」というように、社会規範としての

倫理的側面からすると、あくまでも「医師と

しての良心からの動機付け」によってこのよ

うな対応がとられるということになる。

けれども、このような対応は、医師が医師

として適切に存続することを可能とする戦略

的指針にしか過ぎず、またそれを行わなかっ

た場合の制裁とは、非難あるいは追放といっ

た制裁だけである。このような制裁は逆に、

医師を非難あるいは追放するだけで十分であ

るということを意味すると言え、倫理に基づ

いた制裁では、患者に不利益が生じた場合、

その不利益が補償されるとは限らないと考え

られる。

⑶．ICの法理的検討の意義

以上のことから、個人の倫理的側面から「認

知症病名告知」の是非を検討すると、患者本

人に病名告知しない条件としての「個人的側

面」や「医学的・医療的側面」といった条件

が考慮されてしまい、医師が認知症患者に対

して病名告知を行わなければならないという

態度が揺らぎ、従来の議論が繰り返されるこ

とになると思われる。

ここで、「個人的側面」とは、病識があるこ

とによって生じる精神的衝撃、自殺の可能性、

それらを懸念して家族が望まないということ

や、病識がないのだから、病名告知をしても

意味がないという見解が生まれることであ

る。また、病期が初期の段階の場合では、理

解力が保たれているために精神的衝撃を伴

う、重度の段階の場合では、理解力がないの

だから、将来を見通すこともできないから意
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味がない、ということを指す。

また、「医学的・医療的側面」とは、病期と

診断精度の関係から、初期の診断精度は不確

実であるため、その段階で病名告知を行うと

医師－患者関係が崩壊するという懸念、重度

の診断精度は確実だが、その時点では、理解

力との関係から意味がないということ、ある

いは、根本的治療法がない、医療体制の不整

備のため、ということを指す。

この際、仮に患者本人に病名告知がなされ

なくても、医師としての良心からの動機付け

によって行ったことであるということから、

おそらく制裁は加えられないであろう。

けれども、このように倫理的側面によって

医師が行動をするということは、その前提と

して、医師として ICの法的側面を遵守した

行為があってはじめて成立すると思われる。

そうでなければ、様々な理由付けによって認

知症患者本人に対する病名告知が避けられる

可能性が考えられる。

従って、ICの法理的側面から認知症病名告

知の問題を捉えることによって、様々な理由

付けによって避けられる可能性のある認知症

患者本人に対する病名告知義務を課すことが

可能となるような原則を確立できると考えら

れることから、本研究においては ICの「法

理」に限定して「認知症病名告知」の課題を

新たに議論することに意味があると考える。

今改めて ICの法理をまとめておくなら

ば、ICとは「患者が医療従事者より十分な説

明を受け、それを理解した上で、自らのなさ

れる検査や治療について選択、同意、拒否す

ることをいう。医療従事者からは、病名・病

状、検査や治療の目的・内容・危険性・予想

される副作用・成功の確率、代替治療法の存

在、治療拒否の場合の予後などが説明される」

（近藤ら編2002：75-77）こと、あるいは「一

般的に『説明と同意』と訳し、『十分に説明を

受けた後の患者の承諾』」であり、「治療実施

の承諾を得るには、病気の本質（診断内容）、

これから行おうとする治療方法の特質とその

目的…などについて説明をしなければならな

い法理」（加藤編1993：58）である。前田

（2005： ）は一般的に裁判所が説明すべき事

項として挙げている６点を述べている。それ

によれば「①患者の病名・病態、②これから

行おうとしている医療の目的・必要性・有効

性、③その医療の内容・性格、④医療に伴う

リスクとその発生率、⑤代替可能な医療とそ

れに伴うリスクおよびその発生率、⑥何も医

療を施さなかった場合に考えられる結果」で

ある。

これらのことからも説明義務内容に病名が

含まれることが分かる。よって本稿において

も ICの法理という場合には、上述したこと

を踏まえ、その意味を〝医師に対して一定の

（病名告知を含む）説明義務を課す"（鈴木

2009：59）こととし、これを可能にする原則

の確立に向けた根拠づけを行う。

２．契約（関係）、医療契約と説明義務例外規

定

医師と患者間の行動規範・利害調整を促進

するために、ICの法理によって医療契約が成

立し、説明義務が課せられ、違反した場合に

は、民法（または、本研究では触れていない

が刑法）によって制裁が加えられるというこ

とを上述において説明した。医療の場面で、

契約が締結されることは、医師－患者関係が

医療契約関係であると捉えることは一般的で

あると言えよう。

⑴．「契約（関係）」

「契約」とは「対立する複数の意思表示の合

致によって成立する法律行為」（新村編

1998：825）である。また新井（2005b：104）

は委任（契約）について、委任関係の当事者

は、委任者と受任者の二者関係である。委任

関係の設定は、事実行為を対象とする準委任

関係の場合も含めて、両当事者の契約を通じ
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て設定されるものであり、任意的な制度であ

る。権限については、委任者と受任者の両権

限が競合関係に立つと説明している。

北村ら（2000：3-4）によれば、「契約は一

方当事者からの申し込みと他方当事者からの

受容、また、一方当事者からのサービスの提

供に対し、他方当事者からのその提供の受け

取りの意思があれば、法的に契約が成立した

と言える」。そこで重要なことは「両当事者の

立場は対等であるということである」という。

そして「契約関係」について樋口（2000：

1、45-46；2007：21-23）は〝アメリカでは"

とした上で、契約が自己責任を基本とした場

合「対等な当事者間では、自分の利益は自分

で考えるのは当たり前であり、自律した人間

は自己責任が何たるかを知っているはずの人

間である」という前提があると述べている。

⑵．「医療契約」

北村ら（2000：3-4）は、契約の特徴から「医

療行為―精神科医療に限定せず、医療一般

―は法律行為である。そしてこの医療行為は

緊急の場合などを除いて、通常、医療契約に

よって開始される。言い換えると、医師と患

者の法的関係はこの医療契約によって開始さ

れるのである」。「患者側からの診療の申し込

みとそれに対して医師側からの承諾という意

思表示の合致（合意）によって、医療契約は

ここに成立することになる。医師と患者関係

は医療契約に基づく法律関係、つまり権利義

務関係にある」と述べている。

そして、先に述べた樋口（2000；2007）は

「契約関係」を医師と患者に置き換えた場合、

医師と患者は対等であるため、患者は何が自

分にとって利益となるかを知っているあるい

は考える自律した人間として捉えられること

から、医師の「義務は限定」（樋口2007：23）

的になってしまう、つまり自立した人間に対

する義務となるということを指摘している。

以上の「契約（関係）」特徴から「医療契約」

が導かれることが分かり、医師と患者の関係

は、「医療契約」によって法律関係である権利

義務関係として開始されると言える。このこ

とは橋本ら（2007：34）が社会生活関係を法

律関係で捉えた場合に人の生活関係は権利・

義務関係として法律上扱われると述べている

こと、また、田中ら（2000：9）が、法システ

ムが円滑に作動している日常状況では、「権利

義務・契約などの法的観念を用いた私人相互

の自主的な行動規範・利害調整などを促進す

る機能」として重要な役割を果たしていると

述べていることと同意味である。そして両当

事者は「対等関係」もしくは「自律した人間

であること」を前提に開始され、有効に契約

を結ぶためには意思能力が必要であり、意思

能力がないものは原則として契約を締結でき

ない（大原2007：42）と言える。ここに、認

知症患者本人が「契約主体」になり得るかと

いう問題が生じる。

そして、上述した ICの法的根拠からする

と、医師の義務は善管注意義務、説明義務等

であり、それらは患者の最善の利益を保護す

るものとして認められる。患者の権利（究極

には）自己決定権／健康権の保障であると解

釈することができる。

けれども、ここで、医師の行う説明義務に

は例外規定がある。すなわち、「一定の場合に

説明義務の軽減・免除を求める必要もある」

（飯塚1993：92）ということである。

⑶．「説明義務例外規定」

鈴木（2008：195-198）によれば、ICの場面

で説明義務が例外となる規定、つまり患者か

ら同意を得なくても良いとする状況について

は、その研究者によって解釈はあるが、概し

て①精神的悪影響、②緊急事態の場合、③患

者が説明を拒否した場合、④個人あるいは社

会の一般常識である場合、⑤公衆衛生などの

法的強制力をもつ場合、⑥社会の害になる場
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合、⑦危険性が軽微な場合、⑧意思能力がな

い場合、の８点に集約できるという。そして、

これらが説明義務の例外規定として成立する

のか否かを検討した結果、一定の根拠をもっ

て除外、もしくは正当として位置づけられる

ことを述べた（鈴木2008：202、但しその検討

は割愛する）。

しかしながら、⑧意思能力のない場合に関

する説明例外規定の除外あるいは規定の根拠

は定まらない。というのは、意思能力を説明

例外規定の条件として位置づけるか否かにつ

いての見解は、厳密な意味で説明義務の軽

減・免除事由ではないと指摘する見解や、そ

もそも意思能力欠如を定める基準がないとい

う指摘がある一方で、意思能力がないという

ことは同意することができないのだから、説

明義務例外規定として位置づけることが可能

であるという見解と様々あるためである。こ

の点が以降で説明する、認知症病名告知の課

題である３説（特に契約説）と関連する。

つまり、医療契約から導かれる説明義務内

容、それを例外とする規定である意思能力に

関してもまた、必要とされる意思能力の内容

が明確でないということもあるが、「治療への

同意もしくは可能なだけの意思能力を備えて

いるか否か」、「開示された医学的情報を理解

できるか否か」というような、二分法の能力

論によって、説明義務例外規定に含まれてし

まうのである。

これらは、ICの法理に根拠付けられる医療

契約、そこから導かれる説明義務が、ICの法

理があるにも関わらず能力論によって「説明

義務例外規定（無意味説に類似した能力の欠

如を理由に）」として、その法理を貫いた結果

として契約を逸脱してしまうという〝超契約"

を意味するのである（鈴木2008：202-206）。

Ⅳ．認知症病名告知の課題と医療契約

から捉えることの限界

これまでは、ICの法理的側面と倫理的側面

について、医療契約の特徴を検討し、ICの法

理的側面から認知症病名告知を検討する意義

を述べた。また、医療契約によって課せられ

る説明義務は、能力論によって例外規定が生

まれる可能性があることを示唆した。

そこで、ここでは、認知症病名告知に関す

る先行研究レビューより、鈴木（2009）によっ

て導き出された、認知症患者本人に対して、

病名告知を行うということを等閑視させ、医

師と患者関係を曖昧化させている３説、すな

わち、〝無意味説"、〝社会資源必要説"、〝契約

説"を説明する。これらの３説は、認知症病

名告知に関する議論の特徴を示すとともに、

認知症患者本人への病名告知がなされない状

況を作り出していることが窺える。

１．〝無意味説"

例えば、平井（1996：432-435）は、認知症

患者本人に病名告知をしたとしても、もの忘

れを自覚している段階では、不安を増大させ

るだけであり、しだいに告知された病名を忘

れていくのだから意味がないばかりか、時に

は有害であると指摘している。同様に、小阪

（2005：484）も、認知症の進行に伴い病名告

知をされても理解することができず、意味が

ないと述べている。このような、忘れていく、

つまり、記憶力の低下を理由として、または、

理解力の低下（理解することができないとい

うこと）を理由として、認知症患者本人に対

して病名告知を行わないとする主張を〝無意

味説"とした。

２．〝社会資源必要説"

例えば、長濱ら（2004：151-153）が、告知

は病名告知に限ったものではなく、認知症患

者と家族を継続してサポートし続ける姿勢が
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不可欠であると述べ、小坂（2005：487）が、

患者本人に積極的に病名告知を主張する「積

極的賛成論はある意味で理想論であり、告知

を受け入れられるような社会体制ができ、告

知の仕方や告知後のサポート体制が充分に

整った時に提供すべきであろう」と指摘して

いるように、告知を受けられるような社会体

制、告知の仕方、告知後のサポート体制の整

備がなされてから、医師の説明義務を適用す

べきであるという主張のことを〝社会資源必

要説"とした。

けれども、このような見解が根底にある〝社

会資源必要説"に対して、鈴木（2009：62-63）

は、医師の説明義務・患者の権利が法的に成

立しなければ、そのような条件整備の義務が

生じず、順序が逆であるということ指摘し、

だからこそ、病名告知を含む医師の説明義務

を法的に成立させることが必要であると主張

した。

３．〝契約説"

新井（2005a：167、170）は、病名告知につ

いて、医療行為の法的性質、特に契約という

点から説明している（医療行為を契約関係で

捉える場合、民法643条による委任・準委任

契約を根拠とする）。患者本人が告知を望むか

どうかという議論はあるが、告知をしないと

いうことは、医療契約上で許されないと考え

るのが妥当であり、医師には報告義務（告知

義務）があり、ICを行うことで、この義務を

果たしたことになり、そのため、その義務が

果たされない場合には違法になるという見解

である。

同様に、今井（2004：140）（2005）（2006）

は（以下、今井説とする）、民法645条を根拠

に、医師には患者本人に対して病名告知義務

を課すことは可能であるが、その一方で、「説

明・報告をすることが相当でない特段の事情」

の場合には、親族や法定代理人への病名告知

が欠かせないという立場であった。この「特

段の事情」というのが、「意識障害や重度の痴

呆の場合」であると今井説から解釈すること

ができる。

このように、民法を根拠にし、医療契約に

よって発生する医師の説明義務の範囲に病名

告知義務を位置づけるという点では、鈴木

（2008）（2009）も同様の立場であり、このこ

とを〝契約説"とした。

しかし、ここで問題となる点がある。それ

は、民法による契約関係を根拠として、つま

り医療契約によって病名告知義務を課す場合

にも、疾患特有の問題である〝能力"によっ

て左右されるということである。というのは、

先述した今井説からもわかるように、「特段の

事情」に「重度の痴呆」が含まれているから

である。そのため、ICの法理から導き出され

る、医療契約から生じる病名告知義務という

のは、先述した能力論によって必ずしも病名

告知義務を含めた医師の説明義務を成立させ

る状況を作らないということが言える。

４．医療契約から捉えることの限界

以上のことから、〝無意味説"、〝社会資源必

要説"、〝契約説"によって認知症病名告知の

課題を捉えることは、認知症患者本人に対し

て、病名告知を行うということを等閑視させ、

医師と患者関係を曖昧化させる可能性がある

ということが言える。また、〝契約説"でも指

摘したが、ICの法理に根拠づけられる医療契

約、そこから導かれる説明義務が、ICの法理

であるにも関わらず「説明義務例外規定（〝無

意味説"に類似した能力欠如を理由に）」とし

て、その法理を逸脱してしまう。また、「医療

契約」によって法律関係である権利義務関係

として開始される医師と患者の関係は、「対等

関係」を前提にされ開始され、さらに「信頼

関係」を基盤としていると言えるが、有効に

契約を結ぶためには意思能力が必要であり、

意思能力がない者は原則として契約を締結で

きない（大原2007：42）と言える。
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これらのことからすると、医療契約によっ

て医師と患者の関係を捉えることには限界が

あると言えよう。つまり、ICの法理に根拠付

けられる医療契約ですら（意思能力によって

説明義務例外規定が生じる）能力論によって、

その例外化によって法理を逸脱してしまうと

いう〝超契約"の状態になる（鈴木2008：

202-206）。

そこで、従来のような契約という法的観念

を用いて医師と患者間を医療契約として捉

え、説明義務を課すというような ICの法理

的検討ではなく、「信託・信認関係」という一

視点を用いて、認知症病名告知の課題を検討

することにする。

Ⅴ．信託・信認関係から捉える医師－

患者関係

病名告知義務も含めた説明義務を医師に課

すための医療契約は、上述してきたように能

力論によって〝超契約"となってしまうため、

それらが遂行されない場合がある。また、〝無

意味説"では認知症患者が、そもそも樋口

（2000）の言う「自律した人間」であるのか、

あるいは「知る（理解も含め）という能力が

伴うのか」ということから「患者本人に病名

告知しても意味がないのではないか」という

主張が生じ、〝社会資源必要説"では「社会資

源の整備がされてから（そこには信頼関係形

成も含め）」病名告知をしたほうがよいといっ

た議論がなされていた。〝契約説"においても

医療契約から義務を生じさせる ICの法理が

あるにも関わらず「説明義務の例外規定」（無

意味説類似した判断能力欠如を理由に）がそ

の法理を逸脱してしまう状況にあったと言え

る。

上述において筆者は、いかなる疾患であっ

ても医師には ICの定義にもあるような治療

内容はもちろん薬の説明、副作用についてな

どの説明義務はもちろんのこと、その前提と

なる病名告知も医師の説明義務であるという

立場であるということを述べた。このような

個人的評価を抜きにしても、従来の ICの法

理を根拠とした医療契約によって、医師に病

名告知義務を課すことができない（超契約し

てしまった部分）ときに、その免除を許さな

い法理がどのように成立するのであろうか、

というのがここでの問いである。それに代わ

る捉え方として「信託・信認」という法理か

ら認知症病名告知を検討する。

１．信託・信認

ここで、「信託」「信認」に関連する概念の

整理を行う。「信託」とは「広義の信託的行為

（相手方を信頼して、経済的目的に必要とされ

る以上の法律的権利を与える行為）を指すこ

ともあるが、普通は信託法の信託」（竹内ら編

1989：791、792）を指すということ、後述す

る樋口（2000：2-3）も「信認関係の代表は信

託」であり、「信託」に関する基本的事項を定

める法律が「信託法」であると説明している

が、本稿においては「信託法」での「信託」

「信認」の捉え方は割愛し、広く諸研究者の「信

託」「信認」の捉え方を整理する。

① 中谷（1987）

中谷（1987：32）によれば、「『信託関係』

の概念」とは、「ある人が他の人に特別な信用

ないし信頼を託した場合には、受託者は相手

の利益のために誠意をもって尽くさなければ

ならない」ことである。

② Hallら（＝2005）

Hallら（＝2005：93）によれば「『信認』関

係は、種々の法的・社会的領域で存在してお

り、信認義務は個別的な一法理というよりむ

しろ一般的な不法行為・契約法の高められた

局面として現れるものであ」り、「受託者は、

その法的義務を履行するにあたり、高度の忠

実・注意・配慮の義務の基準を充たす必要が

ある」としている。

信認関係を診療関係に置き換えた場合、「患
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者はしばしば疾病により依存心も強くなり体

力も減退して、患者の福祉、時には生命にとっ

て重要な知識・技能の複合体を会得する専門

家（医師）からの医療を求めることになり、

彼（彼女）（患者）は自己に診療につき医師を

信頼し、診療に際してはしばしば親密な情報

の共有及び身体的・精神的なプライバシーへ

の深い侵襲が要請される。（かくして）これら

の特徴からして、診療関係は信認関係の射程

に入ることになる」と述べている。

③ 新井（2005b）

新井（2005b：142）によれば、信託は受益

者保護を目的として、受託者の権限濫用行為

を牽制・抑止するために、信託法は種々の義

務と責任を受託者に課している。すなわち信

託制度には、一方において、受託者に広範な

自由裁量権を与えているとともに、他方にお

いて、受益者に最善の利益（best interest）を

図るために、受託者に厳格な義務と責任を課

してバランスを図ろうと試みるのであるとい

う。

④ 加藤（2007）

加藤（2007：537）は信託法上の「信託」と

「信任関係（信認 fiduciary relation）」につい

て整理している。それによると信認関係とは、

委託者－受託者間等の信頼関係を基礎とした

法律関係において、受託者に広い裁量権が認

められている場合に、具体的な義務内容が契

約に定められていなくても、委託者の信頼に

対応する受託者の忠実義務が認められるべき

関係である。これに対して信託法上の信託と

は、委託者－受託者間で財産権の移転等があ

り、受託者が分別管理義務を負ったうえで、

それを管理処分することが、必須の要件とな

る。このことから、信認関係とは広い概念で

あって、信託法上の信託は信認関係がある法

律関係の一部をなすものであると説明してい

る。

⑤ 樋口（2007）

樋口（2007：22-23）は「信託的な関係は、

人間が必ずしも対等でない現実から出発」し、

「一方は専門家であり、他方はその分野につい

て非専門家で、相手方に頼らざるをえない人

間」である。そのため、「相手に安心して依存

できるのを認めてくれるような法的装置が必

要」であり「それが信託的関係、信認関係で

あり、信じて託された相手には信認義務

（fiduciary duty）あるいは受託者責任が発生」

すると説明している。また、「受託者の立場の

人は、自己の利益の追求が原則として禁止さ

れ」、「最大の義務が忠実義務」あるいは「最

大限の配慮」（樋口2000：45）であり、信認関

係の普遍的な徴表は信認義務である（樋口

2000：24）と述べている。

⑥ 今井（2003）、大原（2007）

今井（2003：6）によれば信認義務とは「他

人の財産の管理運用を委託された受認者が、

委託者または受益者の最大利益を図るため

に、合理的かつ思慮ある行動をとらなければ

ならない義務といえる。そのため、契約当事

者のそれぞれが自らの利益の最大化だけを図

ればよいとする伝統的な契約法理ではなく、

委託者が受認者に自己の利益の最大化のため

に働くことを期待することができる法理であ

る」。しかし「信認義務は信託契約を締結した

場合に限らず、一方が他方に依存または他方

を信頼し、他方が自己に依存している相手方

の財産の管理運用に関する裁量権を有する関

係にある当事者間において、広くみとめられ

るものである」という。そしてそれは、「意思

能力のない者との間でも法関係の成立を認め

ることができ」、「一方の当事者が意思無能力

者であっても理論的に信認義務を課すことが

できる」（大原2007：46）という。

これらのことから、中谷（1987）が述べて

いる「信託関係」とは「信認関係」と捉えて

よい。そして「信託」あるいは「信認関係」

とは、①委託者と受託者の信頼関係を基礎に

おく関係であり、委託者は専門家である受託
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者に信頼を委ねる、非対等な関係であること

を前提とした上で、その非対等性を律する法

的装置であること、そして委託者と受託者間

が非対等性であることから、②専門家である

受託者に広範な自由裁量権を認め、その一方

で、③具体的な契約内容がなくても受託者の

忠実義務が認められる関係である。また、受

託者は合理的かつ思慮ある行動をとらなけれ

ばならない。④受託者による自由裁量権によ

る判断と義務は、委託者の最善の利益となっ

て還元される。さらに、⑤非対等であること

が前提とされている法的装置であることか

ら、意思能力がない者との関係であっても、

受託者には義務を課すことは可能である、と

いうことになる。

２．「受託者の義務」

では、次に、「信託」「信認関係」から生じ

る「受託者の義務」を「信託法」に基づいて

概観する。「信託法」から「受託者の義務」を

概観するのは、「信託・信認関係」の基本的事

項を定めた法律が「信託法」であるという樋

口（2000）の見解による。

「信託法」は「受託者」に対してさまざま義

務を認めているが、その義務は、広義として

「信認義務」と呼ばれているものである。「信

託法」における「義務」には「注意義務」「公

平義務」「分別管理義務」「報告義務」「帳簿作

成義務」「忠実義務」等、条文は19か条（樋

口2007）から成る。ここでは樋口（2007：190）

が「最も重要な義務」として「注意義務」と

「忠実義務」を挙げていることから、本研究も

それに拠る。また、その二つの義務について

概観するのみでも本研究においては充分であ

る。なぜならば「注意義務」は上述してきた

ICの法的根拠である民法644条の「善管注意

義務」の性質と比較するためであり、「忠実義

務」は「信認義務」における最低限の義務で

あり、同時に最も遵守しなければならない義

務ということからも、本研究において注目す

べき点だからである。

⑴．「注意義務」

ここで、民法における（上述した ICの法理

での）「注意義務」の位置づけと、それらに関

する義務の関係を述べる。また新井（2005ｂ）

が「委任関係の設定は、事実行為を対象とす

る準委任関係の場合も含めて」と述べている

ことから、本研究においても「委任＝準委任」

と解釈する。

柳（2004：432）によれば、委任契約から生

じる受任者の履行義務は、合意の内容を実行

するということである。民法条文からいうと、

合意の内容を実行するということは、委任者

から委託された法律行為を行うこと（643条）

であり、これが主たる履行義務である。受任

者は、委任事務処理の状況の報告や委任終了

の顚末を報告すること（645条）などを履行義

務として負う。受任者は、これらの義務を善

管注意、すなわち、債務者が従事する職業、

その社会的・経済的地位などに応じて一般的

に要求される注意、を以て行わなければなら

ない（644条）のである。

民法に基づく「注意義務」すなわち「善管

注意義務」は「高度な信頼関係に基づいて裁

量性の高い事務処理を委ねられている場合に

は、受任者は『委任の本旨に従って』高い義

務を負うことになる。そして、これが委任の

典型である。しかし、高度の信頼関係に基づ

かない単純な事務の委任のような場合には、

『委任の本旨に従って』義務が軽減される」（道

垣内2006：43）。

他方、信託法における注意義務について、

樋口（2007：146）によれば、「受託者が信託

の事務を行うという作為（行動）に伴って果

たすべき義務」であり、この義務は「善良な

管理者の注意」（善管注意）を指し、「一般に、

『行為者の属する職業や社会的な地位に応じ

て、通常期待される程度の注意』ということ

である」。
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道垣内（2006：43）は、注意義務の程度に

ついて、「その客観的義務水準の具体的中身

は、はっきりしない」と指摘しているが、そ

の一方で、これは「客観的な基準であって、

主観的な基準ではない」「『自分としては一所

懸命やっていた』ではすまさない」というこ

とであり、この根本には「受託者は委託者に

信頼されて信託事務を委ねられたのだから、

受託者はその信頼に応えなければならない、

という理解」と「受託者は自らが信頼された

のだから、自らがその事務を執行しなければ

ならない、という考え方」であることからす

ると、専門家として委託者（受益者）の利益

を図ることが、受託者の義務であるとしてい

る（道垣内2007：134-135）。

これらのことから、信託法における善管注

意義務は、ICの法的根拠であった民法644条

で定められているそれと同様の機能であると

捉えてよい。というのは、富田（2006：203）

が「現在において善管注意義務は、医師の説

明義務、専門家の情報提供義務等に見られる

ように契約法の領域においても善管注意義務

の高度性が認められており、契約法における

善管注意義務と信託法上のそれに連続性を認

めることは可能であろう」と述べているため

である。

けれども、富田（2006：203）は続けて「医

師の説明義務等のように善管注意義務の高度

化が現象として認められる現代契約法におい

て、信託関係における忠実義務のみが特殊な

高度性を持つと見る必要性はなくなってお

り、この点からも信託法を契約法一般の中に

積極的に組み入れることが適切な対応となる

はずである」と述べている点について、筆者

は別の見解を示す。というのは、「信託関係に

おける忠実義務のみが特殊な高度性を持つと

見る必要性はなくなっており」という富田

（2006）の見解では、従来の ICの法理と何ら

変わりないものになってしまうためである。

つまり、従来の ICの法理から導かれる「医療

契約」によって生じる義務のうち遵守すべき、

程度の高い「善管注意義務」では「認知症病

名告知」を医師に必ず課すことはできないた

めである。

そこで、医療契約によって規定することが

できない義務を、明らかにするために信認関

係という概念を用い（川口2005：3）、その関

係によって導かれる信認義務としての「忠実

義務」を独立して位置づけることが重要と考

えられる。そこで、次に「忠実義務」の内容

をみていく。

⑵．「忠実義務」

川口（2005：10）によれば契約を根拠に受

託者の義務を導くことができず、かかる義務

の根拠を明らかにするために、信認関係の概

念が用いられているとうことであった。その

信認関係によって、もたらされる義務が、上

述してきた「信託」「信認関係」に関する研究

者の捉え方からすれば「信認義務」としての

「忠実義務」と言える。この点は、先述した加

藤（2007）も同様のことを述べている。すな

わち、信認関係は具体的な義務内容が契約に

定められていなくても（柳2004が説明する

「合意によって生じた委任事務を履行する義

務でない」）委託者の信頼に対応する受託者の

忠実義務が認められるべき関係であるという

ことである。

「忠実義務は、委任契約の合意から生じる委

託の履行義務関係とは異なる関係から生ずる

ものであると考えることができる。すなわち、

忠実義務は、合意によって生じた委任事務を

履行する義務ではないのである。忠実義務は、

一方（委任者）が他方（受任者など）を信頼

して一方（委任者など）の利益を他方に委ね

たという事実関係から生ずるのである」（柳

2004：434）。

この忠実義務は善管注意義務とあいまっ

て、受託者の義務の両輪となって受益者を保

護する役割をもち、その一方を守れば他方は
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守らなくてもよいというものではない。また

信託のガバナンスをシンプルにすることによ

り信託の柔軟性を支えている（井上2007：

125；井上編2007：59）。

これのことから、民法上における「善管注

意義務」が「忠実義務」として収束されるの

ではなく信認関係によって導かれる、あるい

は委任契約からは生じない（柳2004）「忠実義

務」を独立して位置づける必要があるという

立場を本研究ではとる（但しそのことに関す

る法理学からの議論が必要となるが）。

そのことは同時に、従来までの ICの法理

を根拠とした最高の義務である「善管注意義

務」とは別に「忠実義務」を位置づけること

が「認知症病名告知」において重要であると

考えられる。なぜならば、従来までの ICの法

理による「善管注意義務」を医師に課すこと

のできる最高の義務とした場合、そこでの説

明義務としての病名告知が「説明義務例外規

定」（「意思能力の問題」として、あるいは〝無

意味説"、〝社会資源必要説"）によって、医師

の説明義務からすり抜けてしまうからであ

る。けれども「信認関係」に基づく「忠実義

務」を位置づけることによって、それらの理

由が解消されると思わる。以上のことを図１

に示した。

左側の流れは、従来の IC法理に基づいた

契約関係を示す。善管注意義務が高度な義務

となるとしても、〝無意味説"、〝社会資源必要

説"、〝契約説"によって、病名告知は行われ

ることなく、結果的に病名告知義務例外規定

が位置づけられるため、病名告知（説明義務）

が行われないことがありうる。他方、右側の

流れは、信託・信認関係に基づくことから、

忠実義務が高度な義務となる。信認関係では、

専門家である医師と非専門家である患者とい

う非対称な関係を律するという法的装置であ

ることからも、〝無意味説"、〝社会資源説"、

〝契約説"からすれば、病名告知を行わないよ

うな理由があろうとも、専門家である医師は

図１ 認知症病名告知における IC法理としての信託・信認関係の位置づけ
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合理的かつ思慮ある行動として病名告知を含

めた説明義務を行わなければならない。従っ

て、契約関係のように病名告知義務例外規定

として位置づけられることはなく、病名告知

（説明義務）が行われることになる。

３．新たな IC法理としての信託・信認の有効

性

上述した、「信託」「信認」「受託者の義務（信

認義務）」を医師と患者の関係で捉えて、説明

しているのが中谷（1987）、Hallら（＝2005）、

増田（2006）、樋口（2000；2007）である。な

ぜ、「契約関係」としてではなく、「信託」あ

るいは「信認」そして「受託者の義務」とい

う観点から医師と患者の関係を捉えるのか。

「契約」の特徴として、田中ら（2005：151-

154）が「患者の権利運動などをきっかけに、

ICの法理が確立され、患者＝医師関係は対等

者間の契約関係と捉えられるようになったと

見られる。自己決定権を基礎とする ICの法

理が導入されたことによって、従来の権威主

義的な患者＝医師関係が大きく刷新され、患

者の地位が全般的に高まり」というように、

ICにおける医師・患者関係は民法643・656条

に基づき（準）委任契約という医療契約とさ

れてきたのが通説である。そしてそれに基づ

き、医師の説明義務が規定され、「病名告知」

も同様の位置づけで解釈されてきたと言えよ

う。

さらに、弘（1995：3-11）が「医療の場が

特殊で独特なものであるとういことを過渡に

強調するのではなく、『普通の対等な人間相互

の信頼関係が当面の問題の出発点であること

を見逃すべきでない』」という指摘から、医

師・患者関係や「契約」を伴うことによって、

「対等関係になる（なった）」と解されてきた

と言える。

このように医師と患者関係は、二者間が対

等であるとされながらも、熊倉（1994：217）

が「ICにおける治療上の意思決定は、患者と

治療者と権威（治療関係を規定し、それに統

制を加えたのは社会であり、その代表者とし

ての公権力の意）の三者のダイナミズムにお

ける『共同の意思決定』という三者構造を備

えて」おり、そのような「パターナリズムは

三者構造の中に、はじめて成立」し、「患者と

治療者と権威の三者関係において治療関係は

完成する」と述べている点に注目する。つま

り権威があって医療関係は成立するものであ

り、その権威が存在してパターナリズムも成

立するのである。

このことからすると、対等な双方関係であ

れば、その二者間で物事が成立するが、患者

と医師という非対等な二者関係であれば、医

師に偏った形で医療行為が進められていくこ

とは予想できよう。そこでは医師が必ずしも

「患者のため」となるような医療行為のみが進

められていくとは限らないのである。そのた

め、そのような非対等な二者関係において起

こりえる、偏りを律するべきものとして権威

が必要となるのであり、熊倉のいう権威は本

研究では ICの（信託・信認）法理として捉え

ることができる。

樋口は信託あるいは信認関係の意義を広く

説いており、その１つとして医師患者関係を

挙げている。樋口（2000）はカナダにおける

患者のカルテ開示に対する最高裁の判決に

依って「医師患者関係は、患者が医師を信頼

し、重要な秘密を委ねる関係だということに

なり、それはとりもなおさず信託類似の関係

である」（樋口2000：9）と明言したというこ

とを述べ、このことは「言い換えれば、医師

は患者の信認を受ける者、すなわち受認者

（fiduciary）であり、医師患者関係は信認関係

（fiduciary relation）になる。医師患者関係が

信認関係であるとすると、この関係からは、

患者の医療情報に関し、医師に一定の義務が

発生する」と指摘している。その義務とは「第

１に、最大限の忠実性・誠実性をもって、患

者についての医療情報を保護すること。第２

49認知症病名告知課題に対するインフォームド・コンセントの法理的検討― 信託・信認関係から捉える医師・患者関係―



に、患者に適切な開示を行うこと」を挙げて

いる。

信託法における信認関係である受託者・受

益者の関係等は当事者が対等ではなく、一方

当事者が他方の当事者の利益を優先して考え

るという基本原則に立脚しており、このよう

な関係はもはや契約関係として捉えないので

あるという。

つまり、医師・患者関係の場合、それが「契

約ではなく」、「診る医師」「診られる患者」と

いう事実関係が成立していることが、上述の

今井（2003）にもあったように、「契約」とし

なくとも広い意味において信認義務の法理と

しての効力がそこには存在すると言えるので

あり、またこのことに「信託」あるいは「信

認関係」として医師と患者関係を捉える根拠

がある。

「認知症病名告知」では、これまで言われて

きた「医療契約」に基づきながら、主に「意

思能力がないのだから」というような理由で、

医師の判断に従って「病名告知をしなくても

よいのではないか」、あるいは「慎重になるべ

きである」という病名告知の是非論が展開さ

れてきたのである。しかし熊倉（1994）の「権

威」を本研究において「信託」として捉える

と、疑義は派生しないであろう。

なぜならば、医療関係を成立させるための

一つである権威を「信託」として捉えた場合、

その特徴、すなわち、「信託」とは「信認関係」

の側面であり、「信認関係」とは、委託者と受

託者との非対等関係を前提にその非対等性を

律するための法的装置となるため、「意思能力

のない者との間でも法関係の成立を認めるこ

とができ」、「一方の当事者が意思無能力者で

あっても理論的に信認義務を課すことができ

る」（大原2007：46）からである。また、信認

義務を負う受託者には広い（信託に基づいた）

「裁量権」とともに「委託者」あるいは「受益

者」に「最善の利益保護」を図るような「信

認義務」すなわち「高度・最大限の忠実義務、

配慮義務」を遂行しなければならないのであ

る。つまり、医師は認知症病名告知に関して

従来まで懸念されてきた理由によって「本人

に病名告知を行わない」ということは行えな

いのである。

このように「信託」あるいは「信認（関係）」

を ICの法理として位置づけることによっ

て、〝無意味説"、〝社会資源必要説"、〝契約説"

に抗して、医師の説明義務の免除を許さない

法理として、基礎付けることが可能である。

従来の医療における ICの法理だけではなく

「一方の当事者が意思無能力者であっても理

論的に信認義務を課すことができる」（大原

2007：46）、「信託」あるいは「信認」という

法的観点を ICの法理として位置づけること

が、認知症病名告知義務の基礎付けにおいて

有用であると考えられる。

Ⅵ．おわりに

「信託」の内容としての「受託者の義務」は

委任契約の中で論じられてくることは少な

く、それはすでに民法644条において「善管

注意義務」が規定されているためであろうと

の見解（長谷川2007：83-86）がある。医療契

約を（準）委任契約であるという通説に基づ

いて捉えると、患者の最善の利益保護のため

の高度な義務は善管注意義務で留まっている

ということである。この（準）委任契約にお

いての忠実義務が「信託法」のように規定さ

れることによって、医師の病名告知が義務化

されるのではないだろうかということ。つま

り、「受託者の義務（信認義務）」が「一般的

な不法行為・契約法の高められた局面」（Hall

ら＝2005）であるということから、認知症病

名告知おいては、「医療契約」の中で従来まで

言われてきた「契約関係」ではなく、「信認関

係」が必要とされる領域として捉え、「信認義

務（忠実義務）」を一法理として ICの法的根

拠に加えるということである。
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次に、それとの関連において「医療契約」

と捉える以前に、「信託」あるいは「信認」と

いう法的観点で医師・患者関係を捉えるとい

うことである。そのことによって「契約関係」

として捉えていた時に課される対等であるこ

と、あるいは意思決定能力がなければならな

いということ、すなわち、認知症患者本人が

「契約主体」になりうるのかという問題が解消

されることになろう。それは「信託」あるい

は「信認関係」の特徴が依存関係、非対等関

係であり、「契約」を根拠としなくても、専門

家である医師は合理的かつ思慮ある行動をと

るための義務責任を導くことが可能であるた

めである。

さらに、受託者には「委託者」あるいは「受

益者」に「最善の利益保護」を図るような「信

認義務」である「高度・最大限の忠実義務、

配慮義務」が認められるからである。またこ

のような関係であることは、「意思能力のない

者との間でも法関係の成立を認めることがで

き」、「一方の当事者が意思無能力者であって

も理論的に信認義務を課すことができる」（大

原2007：46）からである。

このように捉えることによって、少なくと

も〝無意味説"、〝社会資源必要説"、あるいは

〝契約説"を根拠に議論されてきた認知症病名

告知の「曖昧性」または「説明義務の例外規

定」としての扱いを止め、受託者としての医

師には、信託義務に基づく、患者の最善の利

益を配慮するという忠実義務が認められ、説

明義務を前提としながら、その中に、病名告

知義務を課すという原則を確立することがで

きると考えられる。

他方、「信託法」の観点からすれば、「信託

は信託契約の締結によって効力が生じる」と

あった。それは「財産の管理運用を目的とし

た信託」（樋口2000）であるため、医師と患者

の関係を「信託」「信認関係」として捉えるこ

とはできないのではないかという考えもある

かもしれない。けれども「信認義務は信託契

約を締結した場合に限らず、一方が他方に依

存または他方を信頼し、他方が自己に依存し

ている相手方の財産の管理運用に関する裁量

権を有する関係にある当事者間において、広

くみとめられるものであ」（今井2003）り、「一

般的な不法行為・契約法の高められた局面」

（Hallら＝2005）であることから、説明義務内

容としての医療行為が病名告知も治療行為も

指すのか、あるいは、単純な医療行為（「病名

告知」を含む）が「必ずしも契約内で生じる

医療行為ではない」ために、医療行為を行う

うえで告知が絶対条件ではないというような

見解があったとしても、すでに「診る医師」

「診られる患者」という事実関係が成立してい

ることから、広い意味において信認義務の法

理としての効力がそこには存在し、それ以降

も信認義務に基づいた、その他の義務が適用

されると考えられる。

樋口（2000）は「現代の分業の時代、ある

いは専門家の時代において、これらの信認関

係の重要性が増加している」と指摘している。

また道垣内（1996：54）は、義務内容が完全

に同じになるというわけではないということ

を前提に、「信認関係の概念は信託を超えて、

一方の他方に対する信頼を基礎とする法律関

係において、義務者に対して信託の受託者に

類似する義務を課すための概念として機能し

ている。そして、そのことによって、類似し

た立場にある者の義務は類似したものとなっ

ている」。すなわち、信託法理は類似した立場

にある者の義務を均質化する機能を有してい

ると述べている。

この点からも専門家である医師とその医師

に依存する患者という非対等な関係を信託・

信認関係で見ることは可能であり、さらに受

託者である医師に対しても信託法理に基づい

た義務を課すことが可能であろう。

但し、本研究においては、あくまでも認知

症患者本人へ病名告知義務を課す状況を作り

出すために、信託・信認の観点で医師の病名
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告知義務に関して検討してきた。けれども、

認知症病名告知に関する先行研究からもわか

るように、様々な懸念から実際に病名告知を

されているのは、認知症患者本人ではなく、

その家族であるといってもよい。そのような

場合に、信託・信認の観点から見た場合の家

族や代理人の位置づけの問題が発生してくる

と思われる。この点を成年後見制度と結び付

けて研究する必要がある。つまり、成年後見

制度と医療契約の関係について見ると、成年

後見制度では、医療契約の締結に際しての代

理権を認めているが、手術・治療行為その他

の医的侵襲に関する同意権を否定していると

いう状況がある。このようになると、医療行

為である病名告知をどのように位置づけてい

くのかということも問題も起きてくる。その

ため、成年後見制度と医療場面の関連につい

ても研究していく必要があるのである。
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